
２3.　3.　1
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の 

申
告
（
手
続
き
）
は
３
月
中
に

東
村
山
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

３
月
２８
日
・
４
月
４
日
に
市
役
所
本
庁
舎
で 

日
曜
臨
時
窓
口
を
開
設
し
ま
す

東
久
留
米
駅
西
口
昇
降
施
設
の 

現
況
調
査
を
実
施
し
ま
す

令
和
３
年
第
１
回
市
議
会
定
例
会
を 

３
月
１
日
か
ら
開
催
し
ま
す

う
事
務
は
左
表
の
通
り
で
す
。

　
【
日
時
】３
月
２８
日
（
日
）、
４
月

４
日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９

時
～
午
後
４
時

　
住
民
異
動
が
集
中
す
る
３
月
下

旬
～
４
月
上
旬
の
窓
口
混
雑
の
緩

和
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
日
曜
臨

時
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
取
り
扱

よ
う
設
置
し
ま
す
。

　
な
お
、
併
せ
て
予
定
し
て
い
た

完
成
除
幕
式
典
に
つ
い
て
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
行
わ
な
い
こ
と
と
し

　
緊
急
事
態
宣
言
の
発
令
な
ど
に

伴
い
延
期
し
て
い
た「
ブ
ラ
ッ
ク・

ジ
ャ
ッ
ク
＆
ピ
ノ
コ
像
」
の
設
置

に
つ
い
て
、
３
月
１０
日
（
水
）
午

後
１
時
以
降
に
ご
覧
い
た
だ
け
る

要
で
す
。

　
Ｑ　
転
入
し
て
き
ま
し
た
。
原

動
機
付
自
転
車
（
１
２
５
㏄
以

下
）
の
手
続
き
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
で
す
か
。 

　
Ａ　
転
入
前
の
市
町
村
で
、
廃

車
手
続
き
が
済
ん
で
い
る
場
合
に

は
廃
車
証
明
書
を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
廃
車
手
続
き
を
し
て
い
な
い

場
合
に
は
転
入
前
の
市
町
村
で
交

付
さ
れ
て
い
る
標
識
交
付
証
明
書

と
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

　
Ｑ　
車
両
が
な
い
の
に
「
軽
自

動
車
税（
種
別
割
）納
税
通
知
書
」

が
届
い
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
す
か
。

　
Ａ　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

は
、４
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
、

原
動
機
付
自
転
車
、
軽
自
動
車
な

ど
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
手
続
き
を

行
っ
た
日
付
に
よ
っ
て
、
そ
の
年
度

の
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の
賦

課
が
決
定
さ
れ
ま
す
。
手
続
き
し

た
日
付
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
▼
知
人
に
車
両
を
譲
っ
て
い
る

＝
４
月
１
日
以
前
に
譲
っ
た
に
も

　
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
は
毎

年
４
月
１
日
（
賦
課
期
日
）
現
在
、

原
動
機
付
自
転
車
、
軽
自
動
車
な

ど
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
使
用
し
て
い
な
く
て
も

所
有
し
て
い
る
方
、
廃
車
や
所
有

者
の
変
更
の
手
続
き
を
し
て
い
な

い
方
は
所
有
し
て
い
る
と
み
な
さ

れ
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
４
月
１

日
ま
で
に
取
扱
窓
口
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

　
※
月
割
り
課
税
制
度
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
【
取
扱
窓
口
】車
両
に
よ
っ
て
取

扱
窓
口
や
必
要
書
類
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
左
表
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

　
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
課
税
課
市
民
税
係
☎
４
７
０
・

７
７
７
７
（
内
線
２
３
３
１
・
２

３
３
２
）
へ
。

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

Ｑ

＆

Ａ

　
手
続
き
に
は
来
庁
す
る
方
の
身

分
を
証
明
す
る
も
の
（
運
転
免
許

証
、
保
険
証
な
ど
）
と
印
鑑
が
必

号
）は
使
用
せ
ず
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
を
読
み
取

る
こ
と
で
行
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
医
療
機
関
等
は
、
被
保

険
者
の
同
意
を
得
ら
れ
た
場
合
に

限
り
、
専
用
の
端
末
を
使
っ
て
特

定
健
診
情
報
・
薬
剤
情
報
（
薬
剤

情
報
は
１０
月
１
日
か
ら
）
を
閲
覧

で
き
る
よ
う
に
な
り
、
診
療
や
投

薬
に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。特
定
健
診
情
報・

薬
剤
情
報
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を

使
っ
て
ご
自
分
で
確
認
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
保
険

証
と
し
て
利
用
す
る
に
は
、
事
前

に
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
で
登
録
を
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
で
の
登
録
は
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
利
用
い
た
だ
く

か
、
保
険
年
金
課
窓
口
で
も
行
う

　
３
月
よ
り
、
医
療
保
険
の
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
始
ま
り
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格

確
認
に
対
応
し
た
医
療
機
関
お
よ

び
薬
局
（
以
下
、「
医
療
機
関
等
」

と
い
う
）
に
か
か
る
場
合
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
健
康
保
険

証
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
な

る
ほ
か
、
限
度
額
適
用
認
定
証
を

所
持
し
て
い
な
く
て
も
原
則
と
し

て
限
度
額
以
上
の
医
療
費
が
請
求

さ
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　
※
３
月
時
点
で
は
、
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
に
対
応
し
た
医
療
機

関
等
は
一
部
に
限
ら
れ
ま
す
。
５

年
３
月
末
ま
で
に
、
お
お
む
ね
す

べ
て
の
医
療
機
関
等
で
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
に
対
応
す
る
見
込
み

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
に
際
し

て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番

こ
と
が
で
き
ま
す
。
登
録
に
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
け
取
り

時
に
設
定
し
た
４
桁
の
利
用
者
証

明
用
電
子
証
明
書
暗
証
番
号
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
保
険
証
に
枝
番
（
世
帯

員
ご
と
に
付
番
さ
れ
る
番
号
）
が

印
字
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
保
険

証
を
提
示
す
る
こ
と
で
オ
ン
ラ
イ

ン
資
格
確
認
を
行
う
こ
と
も
で
き

ま
す
。
市
で
は
、
国
民
健
康
保
険

加
入
者
に
３
月
１
日
か
ら
枝
番
付

き
の
保
険
証
交
付
を
開
始
し
ま
す
。

な
お
、
９
月
上
旬
に
は
全
世
帯
に

枝
番
付
き
の
新
し
い
保
険
証
を
一

斉
発
送
し
ま
す
。

　
市
の
国
民
健
康
保
険
加
入
中
の

方
で
、
９
月
以
前
に
枝
番
付
き
の

保
険
証
交
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合

は
、
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
を
ご

返
却
い
た
だ
い
た
後
に
交
付
い
た

し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
保
険
年
金
課
国
保
年

金
資
格
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
２

へ
。

ま
す
。

　
【
設
置
場
所
】東
久
留
米
駅
西
口

ロ
ー
タ
リ
ー
花
壇
内

　
【
お
願
い
】設
置
直
後
は
多
く
の

方
が
訪
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
覧
に
な
ら
れ
る
場
合
は
、

可
能
な
限
り
、
設
置
直
後
を
避
け

て
訪
れ
て
く
だ
さ
い

　
詳
し
く
は
産
業
政
策
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
３
へ
。

か
か
わ
ら
ず
納
税
通
知
書
が
届
い

て
い
る
場
合
は
、
譲
り
受
け
た
方

が
名
義
変
更
の
手
続
き
を
し
て
い

な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
譲

り
受
け
た
方
に
手
続
き
し
た
日
付

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
▼
既
に
廃

車
手
続
き
を
し
て
い
る
＝
軽
自
動

車
や
１
２
５
㏄
を
超
え
る
２
輪
の

小
型
自
動
車
な
ど
の
場
合
、
軽
自

動
車
検
査
協
会
や
運
輸
支
局
か
ら

の
通
知
が
届
い
て
い
な
い
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
課
税
課
市
民
税

係
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
▼
車
両
の

解
体
が
終
わ
っ
て
い
る
＝
４
月
１

日
以
前
に
業
者
に
依
頼
し
て
解
体

し
た
場
合
も
、
廃
車
手
続
き
を
し

て
い
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
業

者
に
手
続
き
し
た
日
付
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

　
Ｑ　
平
日
に
市
役
所
へ
行
け
な

い
場
合
、
手
続
き
は
ど
う
す
れ
ば

よ
い
で
す
か
。

　
Ａ　
同
一
世
帯
の
親
族
の
方
は

納
税
義
務
者
に
代
わ
っ
て
手
続
き

が
で
き
ま
す
。
そ
の
他
の
方
が
来

庁
さ
れ
る
場
合
は
、
委
任
状
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
書
式
に
つ
い
て

は
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取

得
で
き
ま
す
。
ま
た
、
廃
車
の
手

続
き
に
つ
い
て
は
、
郵
送
で
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
同
係
へ

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

１
日
（
月
）、
施
政
方
針
に
対
す

る
総
括
代
表
質
問
が
３
日
（
水
）、

一
般
質
問
が
４
日
（
木
）
～
９
日

（
火
）、
常
任
委
員
会
が
１１
日

　
３
年
第
１
回
市
議
会
定
例
会
が

３
月
１
日
（
月
）
～
２６
日
（
金
）

の
日
程
で
開
催
予
定
で
す
。

　
市
長
の
施
政
方
針
演
説
が
３
月

（
木
）
～
１５
日
（
月
）、
予
算
特

別
委
員
会
が
１６
日
（
火
）
～
２３
日

（
火
）
の
予
定
で
す
（
い
ず
れ
も

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
休
会
）。

　
詳
し
く
は
議
会
事
務
局
☎
４
７

０
・
７
７
８
９
へ
。

　
【
会
場
】市
民
課
・
保
険
年
金
課

（
市
役
所
１
階
）

　
【
ご
注
意
】上
の
原
・
ひ
ば
り
が

丘
・
滝
山
の
各
連
絡
所
で
は
開
設

し
ま
せ
ん

　
詳
し
く
は
市
民
課
☎
４
７
０
・

７
７
２
２
ま
た
は
保
険
年
金
課
☎

４
７
０
・
７
７
３
２
へ
。

申
告
・
納
付
期
限
の

延

長

に

つ

い

て

　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

特
別
措
置
法
に
基
づ
く
緊
急
事
態

宣
言
の
期
間
が
、
令
和
２
年
分
所

得
税
の
確
定
申
告
期
間
（
２
月
１６

日
～
３
月
１５
日
）
と
重
な
る
こ
と

を
踏
ま
え
、
所
得
税
の
確
定
申
告

の
申
告
期
限
を
、４
月
１５
日（
木
）

ま
で
延
長
し
ま

す
。

　
詳
し
く
は
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
左
上
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
）
ま
た
は
東

村
山
税
務
署
☎
０
４
２
・
３
９

４
・
６
８
１
１
へ
。

◎
東
久
留
米
市
役
所
の
確
定
申
告

書
作
成
コ
ー
ナ
ー
に
つ
い
て

　
同
コ
ー
ナ
ー
の
設
置
は
３
月
１５

日（
月
）ま
で
で
す
。
１６
日（
火
）

以
降
の
所
得
税
の
確
定
申
告
の
提

出
お
よ
び
内
容
の
相
談
は
市
役
所

で
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら
か

じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

ブ
ラ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ッ
ク
＆
ピ
ノ
コ
像
を 

設
置
し
ま
す

医
療
保
険
の 

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
始
ま
り
ま
す

車両の種類 申告（手続き）場所

原動機付自転車

総排気量 125cc 以下

東久留米市役所 2 階 
課税課市民税係 
☎ 470・7777 

（内線 2331・2332）

ミニカー 50cc 以下

小型特殊自動車

農耕作業用

その他

軽自動車

三輪 軽自動車検査協会 
東京主管事務所多摩支所 
〒 183-0003 
府中市朝日町 3-16-22 
☎ 050・3816・3104四輪

二輪 
(125cc 超 250㏄以下）

関東運輸局東京運輸支局 
多摩自動車検査登録事務所 
〒 186-0001 
国立市北 3-30-3 
☎ 050・5540・2033二輪の小型自動車（250㏄超）

日曜臨時窓口で取り扱う事務の一覧

担当課 取り扱う事務 取り扱わない事務

市民課

◎住民異動届の受け付け

　転入・転居・転出・世帯変更など

　（国外からの転入は、受け付けできない場合が

あります）

◎印鑑登録の申請受け付け

◎各種証明書の発行

　住民票・印鑑登録証明書・戸籍の附票・戸籍全

部事項証明書（戸籍謄本）・戸籍個人事項証明

書（戸籍抄本）など

◎住居表示の申請受付

◎マイナンバー（個人番号）カードの申請サポー

ト

　無料の写真撮影等の申請に関する支援

◎マイナンバーカー

ド・住基カードを

利用した転入・転

出手続き、住民票

の広域交付、旧姓

（旧氏）登録手続

き　

◎臨時運行許可（仮

ナンバー貸与）

◎戸籍異動が伴う住

民異動届など、他

市町村への照会を

必要とするもの　

保険
年金課

◎国民健康保険の資格取得・喪失に関する届

◎高額療養費の支給申請など各種申請書受け付け

◎後期高齢者医療制度の手続きに関する届

◎国民年金第１号被保険者の資格取得等の届

◎日本年金機構およ

び他市区町村への

照会を必要とする

もの

て
お
り
ま
す
が
、
今
後
、
現
状
施

設
の
建
築
基
準
法
に
係
る
適
合
状

況
に
つ
い
て
現
状
確
認
を
含
め
調

査
を
実
施
し
、
市
と
し
て
特
定
行

政
庁
（
東
京
都
）
へ
報
告
し
て
ま

い
り
ま
す
。

　
こ
の
た
び
、
当
該
施
設
の
現
状

確
認
を
行
う
た
め
、
３
月
中
旬
頃

～
５
月
中
旬
頃
の
間
、
現
地
調
査

　
東
久
留
米
駅
西
口
昇
降
施
設
に

つ
い
て
、
令
和
２
年
第
３
回
市
議

会
定
例
会
に
お
い
て
、
同
施
設
が

建
設
さ
れ
た
平
成
５
年
度
～
６
年

度
に
建
築
基
準
法
に
定
め
る
建
築

確
認
申
請
が
当
時
行
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま

し
た
。

　
当
該
施
設
の
安
全
性
は
確
認
し

を
実
施
し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、

富
士
見
テ
ラ
ス
な
ど
の
施
設
の
一

部
の
ご
利
用
を
制
限
い
た
し
ま
す
。

調
査
期
間
中
、
利
用
者
の
皆
さ

ま
に
は
ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま
す

が
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
な
お
、
同
施
設
の

建
築
基
準
法
に
係
る
適
合
状
況
の

特
定
行
政
庁
へ
の
報
告
に
つ
い
て

は
、
改
め
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま

す
。

　
詳
し
く
は
当
該
施
設
内
の
掲
示

物
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
管

理
課
☎
４
７
０
・
７
７
６
４
へ
。

軽自動車などの申告（手続き）場所


